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1．はじめに

分譲マンションて－；の区分所イr建物は、　佃の建物に複数の所有権がトト左イ1

に入り組んだ複雑な椛造を有する（そのため、各所有権は嘩若しくは床・天Jl

によって隔てられた徳、接木叶分的な関係にあると同日寺に、山人口や廊下等、建

物使用に必嬰不可欠なたl；介が供用せられ、他の阿分湖イ諸とは運命共同体にあ

ると言っても過nではなく、他のF分所有者の侵‘∴行為からの保護手段が問題

となる。

建物の区分所イ】判二関するで」、律（以卜、区分所イ用、という。）は、　紬区分

所有者の位害行わから他の区分所イ1者の平穏な／日常の保護を図る下段として、

建物の保存に有告な行為その他建物の管艶文は使川に閑し「言分所有者の共同の

利益にJ又する行為をした匡分析ふ射こ刺して、は害行おの停止請求（剛去57条）

、l仁びに促′∴者の専イ」部分の伎川禁】【請求　佃HJ、関条）、さらには侵二・．者の区分

所有権の競売請求　日‖J法59条）を認めているが、何が共Hの利益に反する行釣

であるかはい】jrJ、で具体l′l′」に叩らかにされているわけではない。

一一力、他の住民に迷惑を及ぼしている専イJ部分の所有者もしくは．1】イ】者（以

卜、侵害使用者というし）も、迷惑を及ぼされている他の届作者（以卜、被使

1吊イI者という〔）と同様に、そこで／1浦もしくは梓l酎常軌をしていく憲法卜

もしくは民法を初めとする私法上の柁利を有するため、肘■■Jの利益に反するか

むかの判断については、侵T．使用者が居住あるいは営業していく利益と被侵害

吊住者の被る不利益との比較、つまり両者の掩利の巌櫓な別路考一量が必要であ
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分譲マンンヨンにおける区分所有者相互間の迷惑石弟について（田中）

る。

そこで、本稿では、区分所有法57条－60条が問題となった最近の判例事案の

うち、専有邦分の使用差しl】め請求、使用禁日請求、さらには明け渡し請求が

l甘題となったいくつかの具体的事案についてその内零を検討し、、r今該問題を発

／Iさせている侵告使用者と被俊＃居住者の2つの利益考J．ほノコ識することで、

F分所イJ法にいうところの「共l百jの利益に反する子撒」についての考察をした

いと考える、

この問題については、東京地決半10・12・8までの判例に旧して、「分譲マ

ンションにおける諸l礼遇」として、大阪綻済法科入学大子論集第90ぢ105王与に

拙稿を載せていただいたが、本稿は、その後の平成Hi卜～1的二までの判例で、

判例畔報や判例タイムス等に公刊されたものを・ト」、にまとめたものである「，

2．平成11年～18年の判例の動向

［日神戸地尼崎支判平13・6・19判時1781号131貢

（弔一案）

JRノ　崎馴揃の1耶階建てマンション（1附は居酒屋営業。2階からユ4階まで

は住居部分）における居酒屋の深夜における客の人騒きやハイクの空ぶかしに

よる安眠姐筈の事案。

（結論J

lメ分所有法57条に基つく午後11時以降の屠酒屋としてのノ六・業の差しl卜め請求

を認めた√

（埋Ilり

・飲食店の客が店舗の前で大騒きをしたり、ハイクを空ぶかししたりするなど

夜間の騒音が京になるとするイl罠が多数に「っていること。

・住民は、しばしは安眠を妨げられたり、平穏な生清を妨害されており、実際

マンションの什民のうち143Jlll■91戸が深イ女1時までの営業は年清環境の侵

害であると考えていること、
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分譲マンションにおける区分所有者相互間の迷惑行為について（川中）

・住民の51戸が午後1n特までの常葉を刊としていること。

・本件マンンヨンの立地条†′l、被告らの営業利益を総合考慮すること‖

（評）

Ll」は、吊酒屋のカラオケスタシオ′首業に即する騰貴引用遇の事案である。

問題となった居酒屋はJR旭崎駅前の14階建てマンションの1附にあり、深夜

における等の人騒ぎやハイクの空ぶかしが、封階から14肺までの什居部分に利

する安眠朋鳶とされたもので、F分所右rJ、57条の使用差し日め請求が　部肯定

された－ノ　本判決は、東京地決半4・1・3岬J時1415片目3良　しカラオケスタシ

オ営業に関するか案（1㌧昔）とl■・J様、店舗部分におけるィ．キ業者と居什部分に

おける√封1者とが刈、－′したケースである。［日は、他の住民に刺する騒音被害、

本†′lマンンヨンの立地条†l、鞘和室の′呂射り益を総合考慮して、持分所有法57

条に韮つく午後11時以l符の局酒屋としての′．キ業の差しl「め請求を認め、垂では、

†l民の騒H被害二■トを考痛、Lつつカラオケスタジオの売り⊥け等をも勘案して、

㌣前0時から′目前四時の営業を禁‥した仮処分について変史し、休日の前夜か

らの営業については1時町常葉時間を延長し、′戸一慄空即日引臼は′川iJ1時から′1－

前3時までとしたし31。これらの事案は、もともと常葉が封された部分での常

勤■1動から年じた問題であるため、州l部分をノ持薬に他用した結果他の居住者

との乱畔を′トじている事案と比較すれば、侵′．▲，使用者側の営業利益の保護が強

く意識され、その観点からの利益考－≡▲；がなされた判断が†、されているへ

［2］大阪地判平13・9・5判時1785号59頁

（■事案）

9年6ナ‖分134877日余りの管理費等を淵糾した事私

（結論）

酎甲Pi等の（′黙約も、区分所丑臼、58条に基づく使用禁Il詣求の対象になる。

（埋l川

・管刑■～の滞納1・捏）金銭的な義務を怠った場合であ／」ても、最終的には、F分

所有法59条による凱■LT群完を締ることにより、配当・安武あるいは競落人に対
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分誹マンションにおけるF分所有者相互間の迷惑汚いこついて（相中）

する債務の承継等により金銭的な障害も解消することが可能であるから、同

法57条ないし59条の－▲連の手段の利用を物理的な保全義務に限定する必要は

ないこと。

・区分所有法58条の使用禁lLの場合にも、弁済に刈する心群的なけノ」となる二

・使用禁Jlが命じられた場合　第．着への譲渡あるいは第　＿者への賃貸は叶能

であるから、それらによる収益から弁済することも可能であり、あるいは、

譲渡を′受けた第三者への債務承継による回収も‡周待できること‖

・ト分所有法7条による対応は、あくまでも先取特権という担保権を設定する

にととまり、抵当権等との競合を考えると当該担保権の実行によるlロ川又も必

ずしも十全なものとはいえず、l叶条による手段があることから、同法58条に

よる手段を制限する埋山とはならないこと。

（評）

［2］は、居住者が9年6ケ月分1348万円余りの管理費等を滞納させた事案

である。分譲マンションでは、規約によって管理費の支払いが義務化されてい

る場合が通常であるから、支払い滞納者は、他の区分所有者の犠牲のもとに生

活を成り、ンたせていることになる。したがって、管理狸滞納は、騒音や暴力等

の「「1に見える」物坪的侵苦行カとは・見異質のようであるが、ノ美質的蔦、味に

おいては侵＃使川名と異ならない。控訴審である次の［3］では、区分所有法

58条の使用禁止請求を再㍍したが、原審の［2］では、lズ分所有建物における

管理費のれ琶刊に十分な坪解をホして肯定した。管群費滞納は滞納者だけの個

人的な悶J攫ではない∴帯納者をとう耽り扱うかは、滞納者とそれ以外の件民と

の利益の術突問題といえる（）なぜなら、管珊費滞納は、位1朋十兆としては日に

見えないだけで、他の【メ分所イJ者にその分のしわ寄せを与えているという点で

は、立派な使古行為だからであるし，したがって、lズ分所有法57条～59条の　一連

の手摺の利用を物神的な保全兼務に限定せず、管押頂の深納等の金銭lrl勺な義務

を怠った場合にも適川されるへきであるとした煩蕃［2］の判断は現実的であ

る。
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分譲マンションにおける区分所有者相h間の迷惑行動二ついて（111中）

［3］大阪高判平14・5・16判夕1109号253頁

（事案）

［2］の押掛軋，

（結論）

ド分所有法58条に塞づく佗川禁【ト詣求は認められないとした′，

（理由）

・専有部分の使用をだ別することにより、当該lメ分所イj者が滞納管排費等を支

払うようになる関係にはないこと（

・当該区分所有者は、管理費の滞納という形で共同の利益に反する行兆をして

いるにすぎないから、専有部分の便H沌佃　しても、他のlメ分所有者にイ■・Jら

かの利滝がもたらされるというわけではないこと‖

（評）

［3］は、居住者が9fl6ケ月分1348州■J斜Jの管理闇黒を滞納させた「2］

の控訴審である。［2］でも述べたように、管理費の支払い滞納者は、他のlメ

分所有者の犠判のもとに′1清を成り、丁′たせているわけであるから、実質的意味

においてはたの居住射こ刈する侵害便川都である。にもかかわらず、［21と

は反机二、lメ分所有か油菜の他用禁止請求をかにした。その埋爪として、ます、

専有邦分の使用を禁l卜することにより、当該「ズ分所有者が滞納管理椚彗を支払

うようになる関係にはないことをあける‖　しかし、専イ／部分のイ即日は大きな犠

牲であり、その様杵まで払′）て義務である管明l理の文串、いを封」ですLホ7しけるとは

考えにくい′　また、転売の＝r能Mもr巧くなり、新所イ」釦二よる支払を期待でき

る。さらに、判決では、管理舘の滞納というJIZで代目の利益に反する子J為をし

ているにすぎないから、甘有部分の使用を禁目　しても、他のト分所有者に何ら

かの利益がもたらさjLるというわけではないことを矧llとするr．しかし、管坪

裾滞納を「すきない」と表現する梓訴称の態度はにわかに信じがたいものがあ

る。前述のように、管坤費のi滞納は、他の区分所有者tとって甚人な共Iujc7）利

益に反する行おなのであるし［3］は、分譲マンションにおける管珊班のもつ

意味合い、亜婁性を軽視しているとのそしりを免れないし
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分譲マンションにおける阿分所有者相互間の迷惑行為について　し田中）

［4］東京地判平17・6・23判夕1205号207貢

（事案）

J R市ヶ谷駅250メートル靖国通り沿いにある10階建ての、1階に中華料理

犀とカレー崖、2階から4階までは事務所、5階から9階までは叶一階に事務

所と住戸が施行するが、各務所部分と件戸郎分に什切りはなくその区画が曖昧

の緋店マンション（ェレベーター2基設置。1走は1階～4階まで、もう1基

は5階～10隅まで）において、カイロプラスナノク治療院を住戸部分で閉業し

ている’罫賽である。入店者は被害1名であり、設備としてはへノト2か、常業

時間は月曜Rから士曜日（R・祭日休業）、営業時間は午前9時から′1校7時

の完全や約制で、治療方法は被告の手によるノJ法であった。

（紬論）

区分所有法57条に基づくカイロプラスナノク治療院としての使用差し日め請

求は認められないとした。

り里‥り

・†l居とは、差引l者の什活の本拠であり、住戸使用とは剛作者の生砧の本拠と

しての佗川であるか異否かによって判断されるべきであるから、本†′【事案の

ような場合、州‡者の半相を損なう恐れが高いものといわきるを得ず、到底

イ1戸仙川とはいえないし、また、当該行為の必要性の程度、これによって他

のlメ分所有者が受ける不利益の態様、程度等の諸事情を勘案して判断すると、

lメう」、所有法57条l唄、6条1項の「共同の利益に反する行為」に該当するが、

原告が、†l戸部分を事務所として使川している大多数の川途違反を長期放；苦

し、かつ、規仙二至るも何らの警告も発しないでおきながら、他ノJで、車務

所と治療院とは使用態様が多少異なるとはいえ、特に合坪的な坪山もなく、

しかも多数の用途違反を子Jつている区分所有者である組合員の賛成により、

治療院としての使川の禁」卜を求める原告の行為は、クリーン・ハンスの原則

に反し、権利の乱用であること。

（評）

［4］は、規約に違反し、住居部分においてカイロプラスチソク治痛完を営

－136－



分譲マ／ションにおける区分所有者相互闇の迷惑行剃二ついて（＝嘲

笑していた事案である。本†′lは、後述の［6］と同じく住居部分を什居以外に

使用したものであるが、【61とは巽なりg Ll卜め請求が否定された。［41は、

区分所有法57条1項、6条1頂の「共Hの利益に反する行偽」に該当するとし

ておきながら、クリーン・ハンズのは則に反し、棉利の乱用であるから使用差

しIlめ請求は否定されるという叩‥lは納得しかねる－　なぜなら、「」挿Jの利益

に反する行わ」であれば差し」1二め請求は肯定されるべきであり、他の区分所有

者もl・・月末のことをしているというのであれは、クリーンハンスの原則ではなく、

そもそも「共同が）利錆に反する行為」に該当しないと考えるべきだからである。

［5］東京地判平17・9・13判時1937号112頁

（17案）

5階建てのマンションにおいて、居住者の一人が、他の居住者の悪Uを10数

分から数1（けナ大声で声がかすれてもわめき続けたり、壁や大井を何かでたたく

ような振動背を深夜かり抑ナノJまで断続月′パ二叶じさせたりした事案。

（結論）

占有者に対する区分所有法60条1項の引渡し請求と区分けl有者に刈する区分

所有射Ⅶ条の競売請求を認めた。

（群Llり

・本件専有部分内における騒「い振動・叫び声等を発／lさせる行為や各種設備

の点検折再等は、本イ′】マンションの【メ分所有者朝共l‖1の利症に反する行ノ与で

あること。

・その行鵜によるlメ分所有者の共l叶牛沼lのr箪告が著しく、州度し以外の方法

によってはその陛打．を除」、して共用部分の利用の確保その他区分所有者の共

l司生活の維持を図ることが因難であること‖

（評）

r51は、5階建て分譲マンンヨンにおいて、一部の吊イ‡者が、他の吊件名

の悪日を10数分から数10分声がかすれても人声でわめき就けたり、壁や天井を

何かでたたくような振動著を深夜から明けノJまで断緑井Jに隼じさせるなと、研
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分譲マンションにおける区分所有者相互闇の迷惑行為について（ⅢlLり

らかに儒軌を逸したケースであった。同種の事案としては、怒号、奇声、罵声、

不法占拠、暴行、脅迫によって住民に恐怖を与えた東京地利平8・5・13判時

1595号77頁（3）のケース、常識を超えたベランダにおける野鳩の糾小目ナにより

マンション住民ばかりか近隣什民にまで焚、悪臭卜騒音等の被害を及ぼした東

対地川H′7・ユ1・21判時1571等・88頁り）のケースなどがある。これらは、形式

】桝二は暴力川叫務所やオウム抹理数とは異なるものの、その本質は同質的なも

のと考えられよう。［5］では、l㌧有者に対する区分所有法60条1項の契約の

解除及び引渡し請求が認められた。

［6］東京地判平18・3・30判時1949号55頁

（事案）

13階建てマンションの5階における隈認叶託児所の事案である。午前7時こ

ろから′十綾10時ころまで年中無休営業し、利用者は、平均日110字，、1日最大

22名あるが、定員9名のエレへ一夕ーがl基しかなく、そこにベビーカーの他

託児所従業員が乗り込むと居住者は乗づらいこと、イどもたちの泣き声が長時

間続くこともあり、ピアノに合わせた足音と振動や保護者同上の話し声がうる

さいこと、へラングにコミ肇が放苗されて悪臭やコクプリが発車し、またベヒ

カーの中輪跡、砂、泥による廊下の汚れなど不術生であることこと、さらには

「殺してやる」なとの怒鳴り声や理事経営店舗で「腹を切ってやる」と言って

ナイフを取り出すなと＃偏でない不安を感じさせる行みなとの争r．■∫があ／〕た。

（結論）

区分所有法57条に基つく託児所としてのイ勘Hの差し11め云■－j求を認めたり

（理山）

・什民らに対して　一ノJ的に深刻な騒汁等の被害を及ぼしイl環境が損なわれてい

ること√〕

・土【て撃に只休的な改善策を提示していないこと一

・乱入一国件をはじめ警察官の臨場を招くような事態を引き起こしてイl民らの不

安を招いていること。
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分譲マンションにおける区分所有者相互朋の迷惑行勘二ついて（田中）

・火災等の災害時には生命身体への危険も考えられなくもないことrJ

・本件マンション内では、居住部分において、ギター教室が開設されていたり、

郵便受けに会社名や¶覇漸す．等を掲げているものもあるが、lメ分所有者の共

l・りの利益に反する行わという組・丁からすれば、多数の苦情が寄せられて問題

視されてきた本イ′l託児所とは比較にならないから、本件請求は権利の乱用に

はならないこと。

（評）

［6］では、他の住民で郵便受けに会社名や事務所名等を掲げている例があ

るにもかかわらず、この点は問題とすることなくlメ分桝有法57条に基つく託児

所としての使用の差しLlめ請求を認めた（もっとも、［6］は常識を逸脱したケー

スであり、結論血たけにおいて　Ll」と単純比較することは妥当ではない。）。

横浜地抑I′6・9・9判岬1527ぢl鉦貢刷は封　も、マンション信任部分にお

ける保育室という相似した状況卜で、lメ分所有里、57条の使川差しl卜め請求を受

けた事案であり、結論としては差し‥め請求を肯定した点では［6］と叶一で

あるものの、その埋山は仙違する〔ZJ・では、被請求者たる「病院の公共性」の

重視と、請求者たる「†l民の受ける被告」の保護とに住点を1て、その比較考

最が行われている。そして、病院の公肘′1のために「人員確保の必要件」が要

求されるが、それには「他の代替手段がないわけではない」のに刈して、「環

境が比較的閑静」なマンションにおける「住民らの受ける被害の程度が少なく

ない」こと、そして、病院は「紆削二よる絆湘l′ノ利益」を得ているのに対して、

イ1民は「　ノら杓に不利絞」を一受けていることから、後者を便尤するべきとして、

lメ分所有法57条に歳つく保育室としての使用鼻Lllめ請求を認めた。それに刺

して、［6］では、．，Eリ己所とfl環境の利㍍考吊に言及していない。それは、託

児所の住環境に刈する騒不当による侵害が「一一力的」かつ「深刻」であるのに、

「真「攣二に具体的な改薫策」を提′ドしていないはかりか、．1L人三拝件をはじめ警察

官の臨場を招くような事態を引き起こしてイ†民らの不公を招いており、さらに

は火災等の災悠鳩には牛命身体への危険も考えられることから、区分所有者の

共Iuけ）利益に反する行おという観た、からすれば託仙所側の悪質件が相当である

と判断したものである‖　利益考FlLは託児所燻常者の利益と他のイ1民の利益閏で
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分譲マンションにおける区分所有名相け間の迷惑行鋸二ついて（田中）

行われるが、それは純粋に専用部分における託児所が許されるかどうかだけの

視蘭二よるのではなく、託児所を経営者の人格をも広く含めて行われるべきも

のであり、本判決も広く利益考量をした結果であるということが可能である川。

3．まとめ

以卜のように、ここ最近の判例事案をみても、分譲マンションの迷惑行為は

様々な形態において存在している。しかし、裁判例にまでなるのはその氷山の

一角であり、小さな迷惑行摘までも数えるならば、全凶のマンションに迷惑石

おは存丑一すると言っても過言ではない。それは、侵害使用者もほとんとの場合

に止、当なる居住権あるいは営業権を有していること、つまり、了卜当な信任行為

や営業行為の中に迷惑行為が潜んでいるからであり、被促‡r掃何者と使告使用

者とのl瑚」が鮮明ではないことが多いからである。判例事案にまでなるものは、

結論自体は比較的容易に出しやすい極端化されたものが多い。その意味では、

カイロプラステイソク治療院に関する［4］は注目される弔案であった‖　なぜ

なら、住居以外使用という規約違反を理山に常業禁止までが詐されるか、が問

われた事案だったからである。住居部分といっても、全く住店以外の利川が許

されないわけではない。内職をする、小さな教室を開く、職場を兼用するといっ

た、「伴」の延k【にある住屈部分における「職」の存在をすべて否定するこ

とはできないr，無認可託児所のケースである［6］についても同様である。L6」

では、常識を逸脱した行為をしたために差しlLめが認められたが、これが、託

児所として宰相に経営されていた場合であれは結論が異なっていた可能刊も小

さくない＝　つまり、［4］にせよ［6］にせよ、任店部分における経営自体が

本質的な問題ではなく、そのやりかたが問題なのである。

［4］判例は、クリーンハンスの原則を川い、止血からの判断を回避した。

本イ′1訴訟においてほ、原告団の中にも住居以外使用者がいたが、それが直ちに

問題となるわけではない，住居部分の佐屈以外他用であっても、そのすべてが

許されないわけではないからである。当該カイロプラステイノク治療院が許さ

れるものかどうかの判断は、原告田の小にも什居以外使用者がいたかとうかで
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分n　マ／ンヨンにおけるl大分所在署相互間の迷惑行ズ＝こついて　川1申）

はなく、当該治療院についてその住居以外便川が‖丁されるものかとうかの判断

がなされるへさであった‖

そうなると、その．．午される場合と許されない場合の違いはどこにあるのか、

‾こい換えるなら、ある侵告便川音に対して区分所イHJ、57条～59条を適用しその

使用を制限する根拠はとこに求められるかである。

私見は、この点を侵吉子‾け緒の、【1該行おにおける「患矧′†」に求めるべきも

のと考える（［4］と［6］の違いは、結JL・ユのとこら行わ者の悪賢性にある日「6］

とは異なり、少なくとも　Ll］は悪朗性が認めにくい■拝案である。l】にこの悪

質判こそが、侵吾使用者と被侵1－丁吊作者の利益考一不二堵曲目二おいて、侵害使用者

へのl・川子を拒否しその権利を人きく制限しうる実賢的根拠となりうる′、形式的

には侵害行おといえとも、そこに悪抑性がなければ、区分所有法57条～59条が

適用される侵害行劫ではない，それは、　使丁．使用者佃ノしの問題としてではな

く、区分所有建物（集合住宅）に内包された本質的な問題に転換されるへきも

のなのである′）

また、［日　も、ト1」とlUJ様に昭に悪矧′‡が．島いケースではなく、居酒屋の

′洋業利益とイⅠ民の牲溝の平穏という両利誠を純粋王比較撞討して結論が出され

るべき事案であるl　それに対して、［5］は当然のこと、管理費滞納事案であ

る【2」と　L3」も、井削二悪質性が高い事案であ／Jたノなぜなら、遵法精神

ある良心的な他の居†l者の犠絆の†、▲に、管理群滞納者は【1分の快適なマンショ

ンライフ謳歌させるという身勝手な事案であり、管押費の支払義務を抒祝する

ことは、わがLTlのイいも剛性の　ギ・軍を‡l】うマンシーlン制度の崩壊にもつながりか

ねない両々しき問題と言えるからである。
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分譲て／ンヨ／における「大分川lイ相川　閏の迷惑jJ為について　川仲）

（1日主は、変通揃の多い国道に山】したl）階位ての廿．，英マ／／ヨ／で、規約lは1階部分点

店舗、2階から9階は兆の捏有吾li別二分かれた居七とな／JているJカラオケスタン寸は、

1階l．吊Iti部分で、大小12個の個室を設け、騒骨が外紬こ漏れないためのJ射て「‾巾を施

した上、各室のウーハーのスイノ十を切って市低昔の発′lを睨lするようにしてカラ

オケスタノ寸の営業をしているし営業特損＝ま、仮処分のJl」t決′ヒ酌は′rl］‖川トころかJ）

一弾日宇前日時ころまでとされていたノ架ノバ称は机に多く、特にl曜日等休日の前日

は遅い明l甘膵（翌日の休Hの午前3時ころまで）の利用が多か／Jた√、仮処分の僚決定烏、

T前n時から′†前4時までのノ罠業を瓢トしたため、午前ORM、降の′．肯業はしていない

（2ノなれ常祭による騒昔冊ほとは別に、生活」の騒音l川題も布心耳‾る．東京地†【伴Lう・11

1細川1421シフ87日、東京地抑I′6・5・9判時1527ぢ116rl、恥Jt地八土子土判平悠

7㌧i（）川特佃的11粕等参U召。なお、軸物飼育に関する原音問題としては、来加地

別け㍉ト3・31†り時1519ぢ1nl上「、東京地判H′8　7・川川引585LJd3頁等があるLJ

（3仁真作的には、・††居に使用する拘置で篤川L僅咽しているにもかかわしっず、夫胴′パ二道

反して■、HH11扮を大川のイl餌場兼倉庫として他用している。・マンノう／共川耶分

に個人の人l業務用の資材を勝手に同いで、これを1′l分の資材Ⅲ基として．ト．右、性川し、

円二にわたる撒ム要求に応烏ない。・廿七において深夜蛾繁に／l里在りをし、そのl。崇の

怒り、．鋸】、巧小等が本イ′】マンン′ヨン全体に響き渡り、近隣の居住者は側1ほ夷かナrJれ、

恐l佃二かられた∴．・近傍rの者が再一首情を申し入れても、l叫に改めようとせず、そ

ればかりか、申し入れた者にくってかかり∪論となる始末である，・近閲井川‾者は、

哉慢するか、他に引っ越すかしかなく、規にl’化を売却して他に引っ越した者もいる

・パンソ1枚の安で、マンノヨン全体に聞こえる程の人声で、居作者の十心音ヰ北瀾

中のことでi・三例、胴喝し、それがあまり激越であったため、110番二通托され、㌍祭宮か

輝けつける騒きとな／ノた。・ユ■t上の室でベラ／ダに十していたイ日印をたたいていた居

往昔の娘に対し、自宅に嬢が人′」た等と「上って部屈に押し掛けていきなり暴力を振る′J

たため、IuJ　の居住用は、自宅を売却して転居した、、・埋」ト長やIL】将りの胸くらを胴

んですこみ、「ヤクザを性′〕てやる　押印長を辞めろ。」なとと脅迫し、すれ違いさま

に椀の肌をリトJ張ったり、睨み付けるなとの桐喝をし∴深夜に理車に′との玄槻トアを

1封嘲聞叩いたり、その前でマンンヨン1ゝ体に望；くような人トでわめいて威嚇する等の

行為を繰　返し、史に、埋小会終了後一軒蟻を一帯びて怒鳴りながら渠会重に押し入り、

居柁って．凍U舌をしていた埋草の胸くらを掴んで医ほ桑をイ車ナ、ノ、山で佃喝した。何榎も

掲ホ物を破栗したLJ・八川部分に．．′川なしに私的掲ホ物を掲ホする行わを繰り返等し

ている（・甘柿な振る寵いが署しく、気にくわないと小川者に曳き†lLたり、HpJ喝子】Jb

をLたりする∪・H流会を私物化し、自治会FI金の大l’を日己の飲食用州にし、使途

不明金を発ヰ　せたりしているて・声の刊γiがあ／〉た、．

し4J jL体的には、・ヘランダの手捕りに鯛箱を取り付けて、町岨二餌を－‘ナえ始め、ベラン

ダの怨をFj肌kして宰】ノ寸で机の飼育をするはかりか、軍内でも野九「さの耕仙ナを始めた。

・餌の投lは、知　り〕よ沌ね1じの叩刻に7月われ、本件凄布部分及びその付近に飛来

する鳩の数は50■」」を払え、その後もその数が柑え純け、近時にはmn′J］以lとなり、そ

のおびただしい敗の鳩が兼や羽根潅木イ′Hいい那汁を・卜心とするトトノ．んの他のヰ有部

分のベラ／ダ及びイり′卜アンンヨンの付近の道路、表尾、柚木判二lリlかまわずにまき散

らし、これらの場所を汚損し、洗濯物をノ・州二十すことができず、犀根やrT］柳二役が

つま　悪臭を放ち、羽棟にダニが発′J L、特には鳩の化骸　散乱し、ヘラ／ダに野鳩
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分譲マンショ／における区分所有昔相互川の迷惑行裾二／Jいて　tHl小ノ

がJ捌IlL、　た鳩車する即鳩の羽音、繁姉潮に発するIlI‡き／ミTが瀞濫・を署しく如ける等、

本作マンション及びその付近の平穏勝つ清潔な職場が朝万か直る状況が／1じた〉・こ

らが理巾で本件マンノヨンイ1」山の†Ht三から本件マン／」／の他の申分所有者に刺し抗

議が．Lllきれて、本日マ／ン・ヨ／の舘・≠有祁分の．．削鮒1】椿にlⅦしても中軸踵業者が右の

′l人況を価棺伏卜のl人1のことく．．及する例も／上した∴・灯明の餌付けの禁Ilを求める

幣打が何I豆も発せLJれたが、Yはこれを加視ノて細目けを紙子」し、陸．三に閉じこも′ノ

てトアを開けず、情lであるりさぇも刊ノ、Jに、■／ナJ人rJせないため、．．11L合いにもなら

なかったやの吏情があ′つた

：5）〔き）は、繁や街ヤ幹線道路か引軋れ、闇辺は、市街化け域、住居地域に指先され、　「

建てやて／ン′ヨンか五ら亜ぶ「鋸諷な住土地卜畑二ある5階建ててノノコ／において、増

有鈷分を夫が自ら個人綬ノ邑する病ljンしの有護十及び揖廿等の劫県を、∪帽月日朋の’lllf」

8時ころから′】校〔1日1ころま亡、う名相姓のイ＼什病院の従米ロを通勘させて、常明7

名程度を川かり保育さセている保打墨として便目した草案である　建物には敷物が炊

かれているが、それはl彷昔設備としてのものではないため、幼児が遊んて跳ね阿るた

めに生じる振動、騒音が隅†、の狛1■等にはわること、鼎にテレビの幼児を対象とする

番机が放映されている1▲崇に，放しいこと、本件建物のバルコニー　でビニールフ⊥－ルによ

る永逝ひをすると、その排水が本什マンノ三jンの用水構造の山、もあ）て、階卜のベ

ラ／タにl‘．とれることがあること、保．掛肯んが本件輯物に幼犯を洩れてくる際に、幼県

を歩かせたりするため、イ＼†′1マ／／＿うンの附段．引Hが煉いため、いけ「者が小目亡＝二扉

のr糾問をすると幼児に岬がIiたる危険があるため、その上対関に711：「を払わねばならな

くなりたこと、幼リユリ）込迎び）ため〝）日動小がイゝイ′いてンンコ／の蝋卓場に肛停車するた

め、それを利川Lようとうる本†ノ1マンンコノ伊州1いり邪魔になり迷惑をうけること等

の’」州Jがあった

（6）人肌の竹橋　含め亡広　利益ぞ打をするというノ■】では、暴ノJLlHT掛野がその究極とも

こえる∪　暴力L軒」り勤軒に僕＝るものとしては、東京地一央1′1（）・12・81川16甜芳郎田

t使用停止．．FrJ求∪君等1、居郎他、lり、174　10・コ二川」rl一日′155り130頁　明渡請求認行）、名占

土地州踊・7・271リ叫1251FJlH貞（競ノ■い。17求．．だ行）、最　小Mr762・7　17巨り時1213

ぢ28頁（川風．lrJ求．．呑。な　つ、粋．昨詔の東上吊細川R6111】7川時121う；Jう111も、耶

麻の柿涙地判l昭611・罰判時117絹　頼机偶．．l■求。認ノ糾、また、崩ノ」「椚硝河で

はないが、オウムけ理数に関するものとして膏冊封射叶l′lZ・q・（う制帽1737片肝庁＝引

渡請求．．ど往、用地判l′1（）・2　■L押」岬1（1r）lLJllい　りl渡‖　求．認行　がある
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